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条    例 

那覇市手数料条例の一部を改正する条例の条例制定について（生活

衛生課） 

那覇市条例第20号  

令和８年５月18日  

公   布   済  

 

 

那覇市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

                           那覇市長 知念 覚  
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那覇市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 那覇市手数料条例(平成 24年那覇市条例第 71号)の一部を次のように改正する。 

 

 
 

 付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

[改正前 別記] 

別表第 2(第 2条関係) 

  保健衛生及び環境に関するもの 

1～15 [略] 

16 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35

年法律第 145 号。以下この項において「法」という。)及び医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和 36 年政令第 11 号。

以下この項において「政令」という。)に基づく事務 

 

17～24 [略] 
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[改正後 別記] 

別表第 2(第 2条関係) 

  保健衛生及び環境に関するもの 

1～15 [略] 

16 [略] 

 

17～24 [略] 
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上下水道局告示 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

那覇市上下水道局告示第７号  

令 和 ８ 年 ５ 月 1 3 日  

掲 示 済  

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の新規指定について 

 

 

 那覇市下水道条例第 11 条に基づき次のとおり新規に指定したので、那覇市排

水設備指定工事店規程第 11条により告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

那覇市排水設備指定工事店新規指定 
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那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第８号  

令 和 ８ 年 ５ 月 1 3 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市下水道条例第 16 条に基づき、次のとおり異動があるので、那覇市排水設

備指定工事店規程第 11条により公示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

那覇市排水設備指定工事店 
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那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

那覇市上下水道局告示第９号  

令 和 ８ 年 ５ 月 1 9 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１項第１号の規定に 

基づき告示する。  

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者新規指定 
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教育委員会規則 

特別の勤務に従事する那覇市教育委員会職員の勤務時間等に関する

規則の一部を改正する規則 

那覇市教育委員会規則第３号  

令 和 ８ 年 ３ 月 2 7 日  

公 布 済  

 

 

特別の勤務に従事する那覇市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則の一部

を改正する規則を次のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教育長 宮 里 寿 子  
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特別の勤務に従事する那覇市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則の

一部を改正する規則 

 

特別の勤務に従事する那覇市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(平成 5

年那覇市教育委員会規則第 3号)の一部を次のように改正する。 

 

 

 

付 則 

この規則は、令和 8年 4月 1日から施行する。 

 

 

[改正前 別記] 

別表(第 2条関係) 

 
 

[改正後 別記] 

別表(第 2条関係) 
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